
Ⅲ データで見る福岡市の男女共同参画
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 福岡市の現状 

 

資料：総務省 国勢調査、福岡市の将来人口推計 
※年齢不詳を除く

○ 人口構成ピラミッド（男女・年齢構成）

資料：総務企画局統計調査課 

資料：総務省 国勢調査、福岡市の将来人口推計 

○ 福岡市の人口・推計人口における年齢構造の変化（1985 年～2040 年）

○ 福岡市の人口推移と推計人口（1985 年～2040 年）
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 福岡市の現状 

 

○ 合計特殊出生率の推移

○ 平均初婚年齢の推移（福岡市）

○ 未婚率の推移（福岡市）

 

合計特殊出生率：15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性がその年齢別出生率で 

一生の間に産むとしたときの子どもの数に相当 

※現人口を維持するのに必要な水準は 2.07

※福岡市は、国勢調査結果に基づいて算出  資料：厚生労働省 令和２年人口動態統計 

資料：総務省 国勢調査 

資料：厚生労働省 人口動態調査
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あらゆる年代・性別で男女共同参画意識が浸透した社会基本目標１

57.8 
64.0 

51.1 

75.9 76.5 78.7 
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46.2 

59.9 

42.0 
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（
％
）

○男女の固定的な性別役割分担意識の解消度

女性

男性

資料：H15･25 男女共同参画社会に関する意識調査

H20    市政に関する意識調査

H30～R4 福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査

（年度）

固定的性別役割分担意識の解消度は、緩やかな増加傾向にある。

「みんなで参画ウィーク」の取組みを実施した校区数は、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により一時減少した後、回復傾向にある。

9.9 
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○社会全体で見た場合の男女の地位の平等感

（平等と回答した人の割合）

全体

女性

男性

資料：H15･25 男女共同参画社会に関する意識調査

H20･30 市政に関する意識調査

（年度）

数値目標（令和7年度）

女性 80％

男性 80％

○「みんなで参画ウィーク」の取組みを実施した校区数

○「みんなで参画ウィーク」の取組みを実施した校区数（のぼり旗設置のみを除く）

資料：市民局男女共同参画課

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

142校区 140校区 126校区 121校区 140校区

２年度 ３年度 ４年度

112校区 113校区 121校区
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基本目標２ あらゆる暴力が根絶されるとともに、誰もが安心して暮らせる社会

○ DV相談件数の推移

○配偶者等から暴力を受けた際に実際に我慢した人の割合

0.8
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22.6 
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02550
（％）（％）

あなたを大声

でどなる

あなたの意に

反して性行為

を強要する

男 性 （ｎ＝８７７）女 性 （ｎ＝１，３８６）

女 性 ４６．０％

（ｎ＝７２０）

男 性 ５０．１％

（ｎ＝３５９）

全 体 ４７．６％

（ｎ＝１，０９６）

命の危険を感じ

る程ではないが

何らかの暴力を

ふるう

何度もされた 1・2度された

平成30年度市政に関する意識調査によると、配偶者等から受けた暴力の種類では「あなたを

大声でどなる」などの精神的な暴力を受けた経験がある人の割合が最も高く、暴力を受けた際に

我慢した人は半数近くにのぼっていた。

資料：市民局事業推進課、こども未来局こども家庭課

○恋人、配偶者、パートナーからの暴力について相談できる窓口の認知度

○DV相談についてのカード・

リーフレット・ステッカー

設置箇所数

○配偶者等から暴力を受けた経験

(複数回答)

(%)

資料：平成30年度市政に関する意識調査

資料：平成30年度市政に関する意識調査

資料：こども未来局

こども家庭課

男女共同参画推進
センター・アミカス

区役所（保健福祉
センター）

配偶者暴力相談
支援センター

合計

30年度 673 2,312 384 3,369

元年度 699 2,142 345 3,186

２年度 547 3,566 382 4,495

３年度 582 3,224 389 4,195

４年度 557 2,422 336 3,315

30年度 767

元年度 773

２年度 853

３年度 853

４年度 853
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基本目標２ あらゆる暴力が根絶されるとともに、誰もが安心して暮らせる社会

○ セクシュアル・ハラスメント防止への取組み＜事業所＞

○ ハラスメント対策への取組み＜事業所＞

○ 子宮頸がん・乳がん検診の受診者数の推移

資料：保健医療局健康増進課

資料：令和元年度女性活躍推進に関する事業所等実態調査
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基本目標３ 仕事と生活の調和が実現した社会

57.6

7.7

34.1

18.9

6.7

12.8

13.9

41.9

13.3

35.2

39.2

0.8

10.9 

10.1 
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21.3 
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40.5 
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13.1 

13.9 

11.5 
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13.6 
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11.7 

90.4 

育 児 ・ 介 護 の た め の 短 時 間 勤 務 制 度

自 己 研 鑽 の た め の 短 時 間 勤 務 制 度

自 己 研 鑽 の た め の 休 暇 制 度 や 講 習 料 助 成 制 度

フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 度

在 宅 勤 務 （ テ レ ワ ー ク ） 制 度

短 時 間 正 社 員 制 度

地 域 限 定 正 社 員 制 度

非 正 規 雇 用 労 働 者 の う ち 、 希 望 す る も の を 正 社 員 に 登 用 す る 制 度

正 社 員 と 非 正 規 雇 用 労 働 者 と の 相 互 転 換 制 度

再 雇 用 制 度 （ 対 象 が 定 年 退 職 者 に 限 ら れ る 場 合 は 除 く ）

メ ン タ ル ヘ ル ス に 係 る 相 談 窓 口 の 設 置 な ど

そ の 他

制度あり 制度の導入を検討中 制度なし（今後も導入の予定なし） 無回答

40.4  39.3 

32.3  30.7  30.7  29.7 

24.2 

19.0  18.3  18.0 

12.9  12.0 
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25.0 

43.2

33.5
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4.5

1.9

23.5
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4.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

取り組む必要がある どちらかといえば取り組む必要がある どちらかといえば取り組む必要はない

取り組む必要はない わからない 無回答

○ ワーク・ライフ・バランスを推進するための制度の有無＜事業所＞

事業所において、ワーク・ライフ・バランスに取り組む必要を肯定する意見が前回調査から大

幅に増加した。企業に対しては柔軟な組織づくりや経営者等の意識改革を望む人が多い。

男性が育児休業などを取得することについては、男女とも肯定的な意見が8割を超えている。

○ ワーク・ライフ・バランス推進のために会社に望む取組み＜正社員＞

○ワーク・ライフ・バランス推進の必要性の認識度＜事業所＞

資料：平成26年度女性労働実態調査

令和元年度女性活躍推進に関する事業所等実態調査

資料：令和元年度女性活躍推進に関する事業所等実態調査

令和元年度

調査（N＝375）

平成26年度

調査（N＝617）

(%)

(%)

資料：令和元年度女性活躍推進に関する事業所等実態調査
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（Ｎ＝375）

（Ｎ＝1,175）

（複数回答）

71



基本目標３ 仕事と生活の調和が実現した社会

○ 保育所の推移

○ 男性が育児休業や子の看護休暇を取得することについて

資料：平成30年度市政に関する意識調査

資料：こども未来局運営支援課

各年４月１日現在

○“「い～な」ふくおか・子ども週間”

資料：市民局女性活躍推進課 資料：こども未来局こども政策課

○社会貢献優良企業優遇制度

（次世代育成・男女共同参画支援事業）

○ふくおか女性活躍ＮＥＸＴ企業

見える化サイト

30年度 144

元年度 154

２年度 186

３年度 203

４年度 194

認
定
企
業
数

30年度 1,074

元年度 1,110

２年度 1,142

３年度 1,158

４年度 1,191

賛
同
企
業
数
・

団
体
登
録
数

30年度 244

元年度 261

２年度 302

３年度 307

４年度 337

掲
載
企
業
数

定　員

（人） 総数 ３歳未満 ３歳以上

元年度 429 39,772 38,174 16,869 21,305 20

２年度 453 41,168 38,797 17,067 21,730 5

３年度 463 41,956 39,027 17,025 22,002 2

４年度 471 42,475 39,020 16,837 22,183 1

５年度 471 42,054 39,201 16,838 22,363 0

待機児童数

（人）
年度 施設数

入所人員（人）
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基本目標４ 働く場において女性が能力を発揮して活躍できる社会

316,643  312,847  294,125  292,635 
318,512 

245,007  255,710  257,862  269,781  312,494 

43.6  45.0  46.7  48.0  49.5 
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(%)(人)

軸ラベル

○ 雇用者に占める女性の人数と割合の推移

男性 女性 雇用者に占める女性の割合

資料：総務省 国勢調査

雇用者に占める女性の割合は着実に増加しているが、女性活躍推進への取組みを進めている事

業所は４割半ばとなっている。

女性が職業を持つことについては、「ずっと職業を持っている方がよい」との回答は、女性は

44.6％、男性は36.3％と男女で意識の違いがある。

進めている
45.6%進めていな

い
45.3%

無回答
9.1%

○女性活躍推進への取組み状況＜事業所＞

（Ｎ＝375）

（ｎ＝171）

（複数回答）

資料：令和元年度女性活躍推進に

関する事業所等実態調査

83.6

55.6

51.5

39.8

22.8

15.8

12.9

4.7

3.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

労働力確保

女性の意欲を向上させる

女性の視点を活かした商品開発やサービス

社会的責任・要請への対応

ダイバーシティ推進

企業のイメージアップ

国や自治体が推進している

その他

優秀な人材の確保・定着

○女性活躍推進への取組みを進めている理由

（％）

83.0 

66.7 

55.0 

42.1 

33.3 

31.6 

31.0 

29.8 

29.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

女性正社員の採用拡大

社内プロジェクト等への女性の参画

女性のキャリア育成のための研修等の実施、

研修機会の付与

男女共同参画に関する研修を行うなど、従業員

への意識啓発

女性管理職の登用目標の設定

女性がいない・少ない部署や業務に積極

的に女性を配置

管理職に対し、女性活用の重要性についての

研修などによる意識啓発

女性間のネットワークづくり

性別に関係なく、能力主義による人事管理方針

（％）

（ｎ＝171）

（複数回答）

○ 女性活躍推進のための具体的な取組み
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１１．３％

１６．９％

１７．２％役員に占める女性の割合

係長相当職以上（役員除く）に占める女性の割合

基本目標４ 働く場において女性が能力を発揮して活躍できる社会

課長相当職以上（役員除く）に占める女性の割合

○ 女性が職業を持つことについて

資料：平成30年度市政に関する意識調査

○ 事業所における女性管理職の割合

資料：令和元年度女性活躍推進に関する事業所等実態調査

資料： 総務省 令和４年就業構造基本調査 資料： 総務省 平成29年、令和４年就業構造基本調査
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70.7 

84.1 
77.4 

75.9 
78.3 

74.5 
77.8 

72.7 

63.7 

19.0 19.6 

71.5 

85.0 
81.0  78.7  80.1 

81.2 
78.8 

74.6 

62.2 

18.2 
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60

70
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90

100

（％
）

○女性の年齢階級別の有業率

（福岡市、全国）

福岡市 全国
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○女性の年齢階級別の有業率

（福岡市の平成29年と令和４年）
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基本目標５ あらゆる意思決定過程に男女が共に参画する多様性に富んだ社会

64 64 65 63 63 63 62 62 62 62

1 2 4 4 6
9

5 6
11

14

1.6
3.1

6.2 6.3

9.5

14.3 

8.1 
9.7 

17.7 

22.6 

0

5

10

15

20

25

0

20

40

60

80

1987 91 95 99 2003 07 11 15 19 23

（％）（人）

（年）

総 数 （人） 女性議員数 （人） 女性議員の割合（％）

○ 福岡市議会議員に占める女性の割合の推移

注：数字は改選直後のもの

審議会等委員、福岡市職員及び役職者の女性の割合や、地域における諸団体の長への女性の参

画割合は、少しずつではあるが増加傾向にある。

市議会議員の女性の割合は、平成２３年（2011年）の改選で減少に転じたが、平成31年

（2019年）の改選以降は増加傾向にある。

○ 福岡市の審議会等委員への女性の参画状況の推移

８月１日現在

資料：市民局男女共同参画課

資料：議会事務局総務秘書課

他の政令指定都市と比較してみると・・・

市職員管理職の女性比率：調査時点は令和４年４月１日現在の自治体が多いが、時点が違うところもある。

※ 本調査で対象としている公務員は、各政令指定都市で採用され、もしくは定員となっている公務員。国などから出向し、

現在各自治体の定員に含まれている公務員は調査対象となる。なお、各自治体の職員でも、教職員（園長）は本調査の

対象外。

※ 本調査での管理職とは、本庁における課長相当職以上の役職を指す。出先機関の管理職については、本庁の課長相

当職以上に該当する役職のみを管理職として計上する。

地方議会の女性議員比率：令和３年12月31日現在の数値。

審議会等の女性委員比率：調査時点は自治体により異なる。

資料：内閣府男女共同参画局「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（令和４年度）」
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市職員管理職の
女性比率（％）

16.5 16.9 22.5 11.7 18.9 17.9 21.9 16.3 11.6 10.9 13.1 14.6 18.2 18.8 17.6 17.1 15.9 15.1 12.2 17 .5 16.7

地方議会の
女性議員比率

（％）

32.4 24.1 20.0 22.0 19.8 25.0 22.2 16.0 6.3 26.1 27.9 22.7 25.3 18.8 21.7 13.0 11.1 21.1 10.4 17 .7 20.7

審議会等の
女性委員比率

（％）

31.0 35.2 34.4 31.1 39.5 32.2 35.3 42.9 29.5 33.1 35.8 37.1 36.2 43.2 29.5 43.5 29.9 52.7 32.1 39 .4 35.9

35.4 35.3 36.3

39.4 39.9

30

35

40

45

元 2 3 4 5

（
％
）

（年度）
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基本目標５ あらゆる意思決定過程に男女が共に参画する多様性に富んだ社会

42.1 

44.8 

44.3 
42.7 

49.1 

43.4 

44.0 

44.7 45.0 

45.9 

21.8 22.2 23.3 24.2 25.0 

15.4 16.2 17.4 
19.1 19.1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

元 2 3 4 5

（
%
）

採用者

職員

役職者（係長級以上）

管理職（課長級以上）

注１：採用者の数は、人事委員会が実施する採用試験（上級、中級及び初級）の一般行政職
（ただし、学校事務、文化財専門職及び化学技術は除く）

注２：採用者の数は採用年度ベース。令和５年度については５月１日現在の数
注３：職員及び役職者、管理職の数は５月１日現在の数
注４：職員及び役職者、管理職には旧県費負担教職員を含む

資料：総務企画局人事課

○福岡市職員における女性の割合の推移

○ 地域における諸団体の長への女性の参画状況

※団体の名称は各校区により異なるため、一般的に使用されている名称を記載している

資料：市民局男女共同参画課

（各年７月１日現在）

　　　年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

91.2 89.9 88.5 86.7 85.9 149 129 86.6

令和５年度

　　団体名
女性の

割合

（％）

女性の

割合

（％）

女性の

割合

（％）

女性の

割合

（％）

女性の

割合

（％）

12

総数

（人）

女性数

（人）

女性の

割合

（％）

自治協議会（自治連合会）（※） 6.7 6.7 7.3 7.3 6.0 7.9

公民館長 25.9 26.5 28.6 31.1 29.9

152

青少年育成連合会（※） 28.7 27.8 30.8 29.8 31.3 151 53 35.1

148 47 31.8

14 9.4交通安全推進委員会（※） 8.1 7.4 9.7 8.7

6.7 7.3 6.6 6.0体育振興会（※）

1498.7

5.3

環境活動連絡会議（※） 16.6 17.8 15.5 19.7 19.7 157 35 22.3

7.3151 11

22.8人権尊重推進協議会（※） 21.1 21.2 21.9 18.4 21.9

社会福祉協議会 33.3 34.9 38.4 40.1 40.8

145 33

8.6老人クラブ連合会

147 57 38.8

11.7 10.4 10.6 11.2

子ども会育成連合会 42.2 43.0 49.4 47.6 49.3 68 29 42.6

13.7124 17

19 13.1市立小学校ＰＴＡ 5.9 6.3 6.9 10.5

市立中学校ＰＴＡ 4.5 7.2 1.5 7.2 7.2

145

68.8地区民生委員・児童委員協議会

69 5 7.2

73.971.2 71.2 73.0

合計 20.5 21.1 22.3 22.6 23.4

11170.6

14.7

（参考）男女共同参画協議会

1,717 414 24.1%

82

(年度)
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